
 

令和８年４月２１日  

（宛先）保護者様 

 

鈴鹿市立旭が丘小学校長  

三浦 靖樹 

 

非常時における幼児児童生徒の登下校（登降園）の指導及び授業の実施等 

の変更について（お知らせ） 

 

平素から、本校の教育活動及び防災対策取組への御理解、御協力を賜り、誠にあり

がとうございます。 

さて、このたび、鈴鹿市教育委員会事務局から、近年の異常気象に伴う災害状況の

変化に鑑み、児童の安全確保を最優先とした登下校、判断基準を変更する旨の通知が

ありました。 

これまで、本市では、午前 11 時までに警報が解除された場合、午後から授業（保

育）を実施してまいりましたが、解除後も通学路の冠水や河川増水等の危険が憂慮さ

れる中、短時間での安全確保が困難であることや保護者の皆様が警報状況を注視する

負担の軽減に資するよう、令和８年度から、下記のとおり変更いたします。 

つきましては、変更内容を御理解いただき、改めて、非常時の対応について各家庭

でお子様と御確認いただきますよう、お願いいたします。 

 

記 

 

当日の臨時休業判断時刻及び対応 

変更前 対 応 

午前７時時点で警報等が発表されている場合 自宅待機 

午前 11時時点で警報等が解除された場合 午後の授業実施 

 

変更後 対 応 

午前７時時点で警報等が発表されている場合 授業中止【臨時休業】 

※午前７時時点で警報等が発表されている場合は、その後の解除の有無に関わらず、

当日の授業を中止【臨時休業】とします。 


